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No.1国⽴⾼専（※各⾼専共通）

【見直し後】取扱要項における規定及び入学時の誓約書（作成例）

※ 取扱要項については、文書配布、ホームページ・学生便覧への掲載等により保護者等に対して周知するこ

ととしている。

あっせん事項 改善措置状況

①（5高専全て）
○ 国立高専機構では、国立高専の学資等は保護者等が負担するケースが多く、保護者等を保証人とし

ても債権保全効果が期待できないこと、また、資力の裏付けのない第三者を保証人とした場合でも同
様であること等を理由に、保証人を廃止し、金銭債務に係る保証を求めないこととした。

また、国立高専機構では、新たに制定した取扱要項において、誓約書への署名をもって保護者等に
求める責任の範囲（学生の身上に係る役割）について明文化し、各国立高専では、令和3年度入学者
の入学手続から、取扱要項に基づき改正した誓約書を使用することとした。

○ なお、各国立高専では、これまで、保護者及び保護者以外の者が保証人として署名した保証書等の
提出を求めていたが、今回の見直しに伴い、保護者等1人の署名のみで手続が可能となり、入学手続
時の負担軽減が図られた。

②（新居浜、弓削、高知）

③ⅰ（5高専全て）

事項 概要

保護者等
の義務

・ 学則等の諸規則を遵守
するよう学生を指導・監
督する責任を負う。

・ 身体への危険・財産へ
の重大な損害を及ぼすと
きは、学生の保護に努め
なければならない。

学生の身
分異動

・ 身分異動（退学、休学
復学等）の届出等を行う
場合は、保護者等の連署
を得て、学校に提出させ
るものとする。

保護者へ
の通知

・ 学校は学生の情報（学
業成績、出席情報、懲戒
処分、問題行動等）につ
いて、保護者等に通知す
るものとする。

緊急時の
連絡

・ 保護者等は緊急時に学
校からの連絡を受けるこ
とができる連絡手段をあ
らかじめ学校に伝えるも
のとする。

責任の範囲を取扱
要項に明文化

＜取扱要項の規定＞

保証人を廃止（金銭
保証を求めない）

【見直し前】令和2年4月入学時の保証書の例

保護者等1人
の署名のみで
手続が可能
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【見直し前】令和2年10月入学時の保証書 【見直し後】令和3年4月入学時の保証書

（裏⾯）

※ 調査時点では、⼊寮時の保証書への署名をもって、寄宿料及び光熱⽔料の納付についての
⾦銭保証を求めるとしていたが、今回の⾒直しに伴い、⼊学時の保証書に⼀本化された。

No.2徳島⼤学
あっせん事項 改善措置状況

①
保証人に求める金銭債務に係る保証内容や学生の身上に係る役割を保証書等に具体的に記載し、令和3年4

月入学者の入学手続から使用することとした。

②
保証契約の種別に係る保証書等の記述について、学校の認識（普通保証）と一致するよう見直し、令和3

年4月入学者の入学手続から使用することとした。

③
令和3年4月上旬を目途に、令和2年10月に入学した学生（21人(※)）の保証人との間で、改正した保証書

等を用い、改めて保証契約を締結することとした。
（※）あっせん時の公表資料では24人としていたが、学校の精査結果を踏まえ21人とした。

学校の認識と一致
するよう見直し②

金銭債務に係る保証内容
（極度額含む）を記載①

学生の身上に係る
役割を記載①
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No.3鳴⾨教育⼤学

あっせん事項 改善措置状況

①
保証人に求める金銭債務に係る保証内容を保証書等に具体的に記載し、令和3年4月入学者の入学手続から

使用することとした。

【見直し前】令和2年4月入学時の保証書 【見直し後】令和3年4月入学時の保証書

（裏⾯）

金銭債務に係る保証内容
（極度額含む）を記載①
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No.4⾹川⼤学

【見直し前】令和2年10月入学時の誓約書 【見直し後】令和3年度以降の入学手続時の誓約書

あっせん事項 改善措置状況

③ⅱ 極度額を明確に記載した保証書等に改正し、令和3年度以降の入学手続から使用することとした。

極度額を明確
に記載③ⅱ
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No.5愛媛⼤学

【見直し前】令和2年9月入学時の保証書 【見直し後】令和3年4月入学時の保証書

あっせん事項 改善措置状況

①
保証人に求める金銭債務に係る保証内容を保証書等に具体的に記載し、令和3年4月入学者の入学手続から

使用することとした。また、学生の身上に係る役割についても、保証書等に具体的に記載することとしてお
り、令和3年4月入学者・保証人に対しては、別途、補足説明文書を送付することを検討している。

② 保証契約の種別に係る保証書等の記述について、学校の認識と一致するよう見直すこととした。

③
令和2年度末までに、令和2年9月に入学した学生（11人）の保証人との間で、改正した保証書等を用い、

改めて保証契約を締結することとした。

金銭債務に係る保証
内容（極度額含む）を
記載①

学校の認識（普通保証）と
一致するよう見直し予定②

補足説明文書の
送付を検討中①
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No.6⾼知⼤学

【見直し後】令和3年4月入学時の学資負担者届

あっせん事項 改善措置状況

①
保証人に求める学生の身上に係る役割について、身上調書に具体的に記載することとしており、令和3年4

月入学者の保証人に対しては、別途、補足説明文書を送付することとした。

③
令和2年度末までに、令和2年10月に入学した学生（2人）について、改めて学資負担者届の提出を求める

こととした。

令和3年4月入学者への補足説明文書（抜粋）

学生の身上に係る
役割を記載①

金銭債務に係る保証
人を廃止し、実質的
な学資負担者を届け
出るよう見直し③
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